
厚 生 労 働 省

○ 経 済 産 業 省 告 示 第 六 号

環 境 省

化 学 物 質 の 審 査 及 び 製 造 等 の 規 制 に 関 す る 法 律 昭 和 四 十 八 年 法 律 第 百 十 七 号 第 十 一 条 の 規 定 に（ ）

′ ゜基 づ き 次 に 名 称 を 掲 げ る 優 先 評 価 化 学 物 質 の 指 定 を 取 り 消 し た の で 公 示 す る

平 成 二 十 六 年 十 月 一 日

厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久

経 済 産 業 大 臣 小 渕 優 子

環 境 大 臣 望 月 義 夫

通し番号 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第11条の規定に基づ 官報整理番号

き指定を取り消した優先評価化学物質の名称

61 ジニトロトルエン (3)－446

63 ２，４－ジ－ －ペンチルフェノール (3)－521tert

(3)－ 526

72 ４，４′－ジアミノジフェニルメタン（別名４，４′－メチレンジ (4)－40

アニリン）

78 ３，３′－ジクロロベンジジン (4)－800



88 シクロヘキサ－１－エン－１，２－ジカルボキシイミドメチル＝（ (9)－839

１ ）－ － －２，２－ジメチル－３－（２－メチルプロＲＳ cis trans

パ－１－エニル）シクロプロパンカルボキシラート（別名テトラメ

トリン）


